
特 記 仕 様 書 

 
 

１ 適用 

本特記仕様書は、笠松運動公園山新スイミングアリーナダイビングボード更新工事に

ついて適用する。 

 

２ 工事概要 

工事名称：笠松運動公園山新スイミングアリーナダイビングボード更新工事  

 

工事場所：ひたちなか市佐和２１９７－２８ 

  工  期：契約締結の日から令和８年３月 25 日（水）まで 

 

３ 仕 様 

 １）本工事の施行は本特記仕様書のほか、下記に示す図書による。 

・「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和７年版） 

・「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和７年版） 

・「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和７年版） 

２）施工にあたっては、既存設備や周辺設備を破損等させないため養生する等、十分に

留意するとともに、施設運営に支障のないよう管理事務所と連絡調整を図ること。 

３）更新後、試運転を実施し、使用上の問題がないことを確認すること。 

４）工事の全部又は一部の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の受注者

の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかか

る部分を清掃しかつ整然とした状態にすること。 

 

４ その他 

  ・施工内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員に相談し対処すること。 

  ・世界水泳連盟（AQUA）の認定を受けた飛板であること。 

  ・公益財団法人日本水泳連盟飛込委員会及び施設用具委員会に承認願を提出し承認を得

ること。 

 


